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目標１ 現状、有休取得率が全体平均８９．５％で部署ごとは５８．４％～１００％とバラツキ

があるのを、全体平均で９５％を目指し、部署ごとのバラツキを平準化する。

対　策 令和７年４月～ 過去１年間の有給休暇の取得率を個人、部署別に集計する。

令和７年５月～ 取得率の低い職員をピックアップして、所属長に報告する。

令和７年５月～ 毎月、前月の個人及び部署の有休取得一覧を各所属長に配布する。

令和７年１０月～ 半年毎に途中取得率を集計して、結果を所属長へ報告を行い

取得できてない職員には、取れるように調整を行う。

令和８年４月～ 年間の個人、部署別に取得率を集計して各所属長に報告する。

取得率が低い職員には、取得できる環境をつくる。

目標２ 休業中（産休、育休、介護、病休等）の職員に円滑な職場復帰が

行えるように院内の情報を提供する。

対　策 令和７年４月～ 院内情報提供内容等を作成する。

令和７年５月～ 休職中職員に情報提供を行う。

目標３ 現状、男性職員育児休業の取得率が０％を、

対象男性職員に情報提供し５０％以上を目指す。

対　策 令和７年４月～ 該当男性職員に対し、育児制度（メリット、取得可能期間、給付金等）

の内容説明を行う。

全職員に対しても育児制度の説明を行う。

令和７年５月～ １年間の取得率の集計を行う。
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令和７年４月１日～令和１２年３月３１日までの５年間






